
■下水道料金（１カ月あたり、税抜き）

■請求額（２カ月分、税込み）

汚水量（使用水量）区分 ８月 31 日まで ９月１日から 増加額

基本料金 10㎥まで 1,050 円 1,230 円 +180 円

超過料金
（1㎥につき）

11～30㎥ 115 円 134 円 +19 円

31～50㎥ 128 円 149 円 +21 円

51～100㎥ 140 円 163 円 +23 円

101㎥～ 151 円 176 円 +25 円

汚水量（使用水量） ８月 31 日まで ９月１日から 増加額

20㎥まで 2,310 円 2,706 円 +396 円

40㎥ 4,840 円 5,654 円 +814 円

60㎥ 7,370 円 8,602 円 +1,232 円

80㎥ 10,186 円 11,880 円 +1,694 円

100㎥ 13,002 円 15,158 円 +2,156 円

500㎥ 78,232 円 91,168 円 +12,936 円

1,000㎥ 161,282 円 187,968 円 +26,686 円

令
和
４
年
９
月
１
日
か
ら
下
水
道
使
用
料
を
改
定
し
ま
す

下
水
道
使
用
料
の
改
定

野
々
市
市
で
は
、
平
成
23
年
４
月
の
改

定
か
ら
10
年
に
わ
た
り
現
行
の
下
水
道
使

用
料
を
維
持
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

現
行
の
使
用
料
収
入
で
は
下
水
道
事
業
運

営
に
必
要
な
費
用
を
ま
か
な
え
て
お
ら
ず
、

こ
の
ま
ま
で
は
数
年
後
に
資
金
不
足
に
な

る
と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も

健
全
な
経
営
を
行
い
、
将
来
に
わ
た
り
安

定
し
た
下
水
道
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い

く
た
め
、
令
和
４
年
９
月
１
日
か
ら
下
水

道
使
用
料
を
改
定
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
使
用
者
の
皆
様
に
ご
負
担
を
お
か
け

し
ま
す
が
、
ご
理
解
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

改
定
に
つ
い
て
の
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
１

な
ぜ
下
水
道
使
用
料
の
改
定
が
必

要
？

Ａ
１

水
道
・
下
水
道
事
業
は
使
用
者
が

特
定
で
き
る
た
め
、
必
要
な
費
用

は
使
用
者
か
ら
の
収
入
で
ま
か
な

う
「
独
立
採
算
」
が
原
則
で
す
。

市
で
は
、
下
水
道
事
業
の
費
用
に

対
し
使
用
料
収
入
が
不
足
し
て
お

り
、
不
足
分
を
税
金
で
補
う
状
況

が
長
く
続
い
て
い
ま
す
。
こ
の
状

況
を
改
善
し
「
独
立
採
算
」
に
基

づ
く
経
営
を
行
う
た
め
、
使
用
者

の
皆
様
に
収
入
不
足
分
を
負
担
い

た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

Ｑ
２

こ
れ
ま
で
ど
お
り
不
足
分
を
税
金

で
補
え
ば
い
い
の
で
は
？

Ａ
２

税
金
に
は
、
下
水
道
を
使
用
し
て

い
な
い
人
が
納
め
て
い
る
分
も
含

ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、税
金
は
、

教
育
や
福
祉
な
ど
、
下
水
道
事
業

以
外
の
本
来
の
目
的
に
使
わ
れ
る

財
源
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
税
金
に

依
存
し
な
い
下
水
道
経
営
を
行
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ
３

下
水
道
使
用
料
は
ど
の
よ
う
な
費

用
に
使
わ
れ
て
い
る
？

Ａ
３

下
水
道
事
業
で
は
、
各
家
庭
や
事

業
所
か
ら
出
る
汚
水
（
排
水
）
を

下
水
道
管
で
下
水
処
理
場
ま
で
運

び
、
き
れ
い
に
し
て
川
や
海
に
放

流
し
て
い
ま
す
。
下
水
道
使
用
料

は
、
下
水
道
管
や
下
水
処
理
場
の

維
持
管
理
費
用
、
下
水
道
整
備
の

た
め
に
借
り
入
れ
た
企
業
債
（
借

金
）
の
返
済
な
ど
の
費
用
に
使
わ

れ
て
い
ま
す
。

Ｑ
４

県
内
の
他
の
市
や
町
に
比
べ
て
高

い
の
で
は
？

Ａ
４

改
定
後
の
下
水
道
使
用
料
は
、
石

川
県
内
で
は
中
ほ
ど
に
な
り
ま
す
。

・上水道を使用する人は水道料金が加算されます。実際の請求は２カ月ごとに行います
・�８～９月の２カ月分の請求は、８月分は旧料金、９月分は新料金でそれぞれ計算しま
す（汚水量は各月均等に排出したものとみなします）

水
道
料
金
と
合
計
し
た
場
合
で
は
、

県
内
で
も
安
い
方
に
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

上
下
水
道
課

☎
２
２
７・６
１
０
２
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